
規 則

�愛媛県規則第１６号
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則…………………（循環型社会推進課）…２２８

○ 愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…２３０

告 示

○ 愛媛県農業振興地域整備基本方針の変更…………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…２３８

○ 卸売市場整備計画の公表…………………………………………………………………………………………………………………………（ブランド戦略課）…２３８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…２４０

監 査 公 表

○ 財政援助団体等監査結果の公表（３件）……………………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…２４０

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程…………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…２４３

○ 愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２４５

改 正 後 改 正 前

（条例第２条第１号ただし書の規則で定める行為）

第２条 条例第２条第１号ただし書の規則で定める行為は、次に掲

げる施設等において行う土砂等による土地の埋立て、盛土その他

の土地への堆積 をする行為とする。

�・� 省略

� 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第４項に規定

する要措置区域又は同法第１１条第２項に規定する形質変更時要

届出区域

� 土壌汚染対策法第１７条の規定による汚染土壌の運搬に関する

基準に従い汚染土壌を一時的に保管する施設

� 土壌汚染対策法第２２条第１項の規定による許可を受けた汚染

土壌処理施設

� 省略

２ 前項第６号の指定は、告示によって行う。

別表第１（第３条、第１５条関係）

（条例第２条第１号ただし書の規則で定める行為）

第２条 条例第２条第１号ただし書の規則で定める行為は、次に掲

げる施設 において行う土砂等による土地の埋立て、盛土その他

の土地へのたい積をする行為とする。

�・� 省略

� 省略

２ 前項第３号の指定は、告示によって行う。

別表第１（第３条、第１５条関係）

項 目 基準値 測定方法 項 目 基準値 測定方法

省略 省略

四塩化炭素 省略 四塩化炭素 省略

毎週（火・金）曜日発行 第２８６１号 平成２９年３月３１日

平成２９年３月３１日金曜日 第２８６１号

愛 媛 県 報
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２９年６月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日から施行する。

（土砂基準及び水質基準に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第９条又は第１４条第１項の許可の申請をしている者の当該申請に係る特定事業区域内の表土に係る土砂基準につ

いては、改正後の愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）別

表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に土砂等の埋立て等をしている者（次項に規定する者を除く。）又は土砂等の埋立て等の用に供するために土地

を提供して当該土砂等の埋立て等をされている者の当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等に係る条例第７条第２項の土砂基準及び当

該土砂等の埋立て等に供し、又は供された区域内の浸透水に係る同条第３項の水質基準については、新規則別表第１及び別表第２の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

４ この規則の施行の際現に条例第９条の許可を受けている者又は同条の許可の申請をしている者でこの規則の施行の日以後に当該許可を

受けたものの当該許可に係る特定事業に使用された土砂等に係る条例第７条第２項の土砂基準及び当該許可に係る条例第１７条第４項の特

定事業区域内の土壌中の土砂等の土砂基準並びに当該許可に係る特定事業区域内の浸透水に係る条例第７条第３項及び第１７条第４項の水

質基準については、新規則別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（水質検査及び土壌検査に関する経過措置）

５ この規則の施行の際現に条例第９条の許可を受けている者又は同条の許可の申請をしている者でこの規則の施行の日以後に当該許可を

受けたものの当該許可に係る特定事業区域内の水質検査及び土壌検査の項目及び測定方法については、新規則別表第１及び別表第２の規

定にかかわらず、なお従前の例による。

ク ロ ロ エ チ レ ン

（別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモ

ノマー）

検液１リットルに

つき０．００２ミリグラ

ム以下

地下水の水質汚濁

に係る環境基準に

ついて（平成９年

３月環境庁告示第

１０号。以下「地下

水環境基準告示」

という。）付表に

掲げる方法

省略 省略

ほう素 省略 ほう素 省略

１，４―ジオキサン 検液１リットルに

つき０．０５ミリグラ

ム以下

環境基準告示付表

７に掲げる方法

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

備考 省略

別表第２（第４条、第１４条関係）

項 目 基準値 測定方法 項 目 基準値 測定方法

省略 省略

四塩化炭素 省略 四塩化炭素 省略

ク ロ ロ エ チ レ ン

（別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモ

ノマー）

１リットルにつき

０．００２ミリグラム以

下

地下水環境基準告

示付表に掲げる方

法

省略 省略

ほう素 省略 ほう素 省略

１，４―ジオキサン １リットルにつき

０．０５ミリグラム以

下

環境基準告示付表

７に掲げる方法

備考 省略 備考 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号
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�愛媛県規則第１７号
愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県港湾管理条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（港湾施設の占用又使用の許可の申請）

第６条 条例第５条前段の規定により港湾施設の占用 の許

可を受けようとする者は港湾施設占用許可申請書 （様

式第３号）に、使用の許可を受けようとする者は係留施設使用許

可申請書（様式第４号）、船舶給水施設使用許可申請書（様式第

５号）又は港湾施設（野積場等）使用許可申請書（様式第６号）

に、それぞれ別表第１ ５の項又は６の項に定める書類を添付し

て、知事に提出しなければならない。ただし、条例別表第５に規

定する駐車場の使用（専用利用以外の場合に限る。）の許可を受

けようとする者は、別に定めるところによらなければならない。

２・３ 省略

４ 条例第５条後段の規定により第１項本文の許可を受けた事項の

変更の許可を受けようとする者は、港湾施設占用（使用）変更許

可申請書（様式第７号）又は同項の係留施設使用許可申請書、船

舶給水施設使用許可申請書若しくは港湾施設（野積場等）使用許

可申請書に、別表第１ ７の項に定める書類を添付して、知事に

提出しなければならない。

（着手及びしゆん功の届出）

第８条 法第３７条第１項第１号又は条例第５条の規定により占用の

許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びし

ゆん功の後それぞれ５日以内に、工事着手（しゆん功）届出書

（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

（占用又は使用の許可の期間）

第９条 省略

２ 省略

３ 前２項の期間は、更新することができる。この場合において

は、更新のときからこれらの規定の期間を超えることはできな

い。

４ 前項の規定により期間を更新するときは、第２条の港湾区域内

工事等許可申請書（水域又は公共空地の占用に係るものに限

る。）又は第６条第１項の港湾施設占用許可申請書、係留施設使

用許可申請書、船舶給水施設使用許可申請書若しくは港湾施設

（野積場等）使用許可申請書に別表第１ ９の項に定める書類を

添付して、占用の許可にあつては許可の期間が満了する日の５日

前までに、使用の許可にあつては許可の期間が満了する日までに

提出しなければならない。

（権利譲渡等の許可の申請）

第１０条 条例第７条ただし書の規定により権利譲渡等の許可を受け

ようとする者は、権利譲渡等許可申請書（様式第９号）に、別表

第１ １０の項に定める書類を添付して、知事に提出しなければな

らない。

（廃止の届出）

第１１条 法第３７条第１項又は条例第３条第１項若しくは第５条の規

（港湾施設の占用又は使用の許可の申請）

第６条 条例第５条前段の規定により港湾施設の占用又は使用の許

可を受けようとする者は、港湾施設占用（使用）許可申請書（様

式第３号）に、

別表第１ ５の項又は６の項に定める書類を添付し

て、知事に提出しなければならない。ただし、条例別表第５に規

定する駐車場の使用（専用利用以外の場合に限る。）の許可を受

けようとする者は、別に定めるところによらなければならない。

２・３ 省略

４ 条例第５条後段の規定により第１項本文の許可を受けた事項の

変更の許可を受けようとする者は、港湾施設占用（使用）変更許

可申請書（様式第４号）

に、別表第１ ７の項に定める書類を添付して、知事に

提出しなければならない。

（着手及びしゆん功届 ）

第８条 法第３７条第１項第１号又は条例第５条の規定により占用の

許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びし

ゆん功の後それぞれ５日以内に、工事着手（しゆん功）届出書

（様式第５号）を知事に提出しなければならない。

２ 省略

（占用又は使用の許可の期間）

第９条 省略

２ 省略

３ 前２項の期間は、更新することができる。この場合において

は、更新のときから同項の 期間を超えることはできな

い。

４ 前項の規定により期間を更新するときは、第２条の港湾区域内

工事等許可申請書（水域又は公共空地の占用に係るものに限

る。）又は第６条第１項の港湾施設占用（使用）許可申請書

に別表第１ ９の項に定める書類を

添付して、占用の許可にあつては許可の期間が満了する日の５日

前までに、使用の許可にあつては許可の期間が満了する日までに

提出しなければならない。

（権利譲渡等の許可の申請）

第１０条 条例第７条ただし書の規定により権利譲渡等の許可を受け

ようとする者は、権利譲渡等許可申請書（様式第６号）に、別表

第１ １０の項に定める書類を添付して、知事に提出しなければな

らない。

（廃止の届出）

第１１条 法第３７条第１項又は条例第３条第１項若しくは第５条の規

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号

２３０



定により許可を受けた者が許可の期間満了前に許可を受けた行為

を廃止しようとするときは、廃止届出書（様式第１０号）を知事に

提出しなければならない。

（市町が処理する事務）

第１３条 条例第１５条第１項ただし書に規定する規則で定める港湾施

設は、別表第２のとおりとする。

２ 条例第１５条第１項第８号に規定する規則で定める事務は、次の

とおりとする。

�～� 省略

（占用料、使用料及び土砂採取料の取扱い）

第１４条 条例第１５条第１項第７号の規定により徴収した占用料、使

用料及び土砂採取料は、前月分の徴収実績を記載した徴収実績報

告書（様式第１１号）に、別表第１ １１の項に定める書類を添付し

て、毎月１０日までに当該市町を管轄する地方局に報告しなければ

ならない。

２ 条例第１５条第１項第７号の規定による前項の占用料、使用料及

び土砂採取料の県への払込みは、同項の報告を受けた地方局が発

行する納入通知書によらなければならない。

別表第１（第２条、第３条、第６条、第８条―第１０条、第１４条、様

式第７号関係）

定により許可を受けた者が許可の期間満了前に許可を受けた行為

を廃止しようとするときは、廃止届出書（様式第７号）を知事に

提出しなければならない。

（市町が処理する事務）

第１３条 条例第１５条ただし書 に規定する規則で定める港湾施

設は、別表第２のとおりとする。

２ 条例第１５条第８号 に規定する規則で定める事務は、次の

とおりとする。

�～� 省略

（占用料、使用料及び土砂採取料の取扱い）

第１４条 条例第１５条第７号 の規定により徴収した占用料、使

用料及び土砂採取料は、前月分の徴収実績を記載した徴収実績報

告書（様式第８号）に、別表第１ １１の項に定める書類を添付し

て、毎月１０日までに当該市町を管轄する地方局に報告しなければ

ならない。

２ 条例第１５条第７号 の規定による前項の占用料、使用料及

び土砂採取料の県への払込みは、同項の報告を受けた地方局が発

行する納入通知書によらなければならない。

別表第１（第２条、第３条、第６条、第８条―第１０条、第１４条

関係）

省略 省略

別表第３（第１７条関係） 別表第３（第１７条関係）

省略 省略

注１ 省略

２ 外航船舶とは消費税法施行令（昭和６３年政令第３６０号）

第１７条第２項第２号に規定する船舶運航事業者等が専ら国

内及び国内以外の地域にわたつて行われ、又は国内以外の

地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供する船舶を

いい、内航船舶とは外航船舶以外の船舶をいう。

３～５ 省略

様式第３号（第６条、第９条関係） 港湾施設占用許可申請書

注１ 省略

２ 外航船舶とは消費税法施行令（昭和６３年政令第３６０号）

第１７条第２項第２号に規定する船舶運航事業者 が専ら国

内及び国内以外の地域にわたつて行われ、又は国内以外の

地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供する船舶を

いい、内航船舶とは外航船舶以外の船舶をいう。

３～５ 省略

様式第３号（第６条、第９条関係） 港湾施設占用（使用）許可申

請書

様式第３号（その１）

港湾施設占用許可申請書

省略

港湾施設占用（使用）許可申請書

（係留施設の使用以外のもの）

省略

省略 省略

占用面積 省略 占用（使用）面積 省略

占用期間 省略 占用（使用）期間 省略

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 工作物の構造図

� 工作物の設計書

� 省略

３ ２の規定にかかわらず、許可の更新の申請の場合にあつ

ては、次に掲げる書類を添付すること。

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 省略

３ 使用の場合は、工作物の種類の欄及び工事等の実施期間

の欄は、記載しないこと。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 占用の場合にあつては、工作物の構造図

� 占用の場合にあつては、工作物の設計書

� 省略

５ ４の規定にかかわらず、許可の更新の申請の場合にあつ

ては、次に掲げる書類を添付すること。

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号

２３１



第２条 愛媛県港湾管理条例施行規則の一部を次のように改正する。

様式第３号（その２）を削り、様式第３号の次に次の３様式を加える。

�～� 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

�～� 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略
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様式第４号（第６条関係） 係留施設使用許可申請書
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様式第５号（第６条関係） 船舶給水施設使用許可申請書
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様式第６号（第６条関係） 港湾施設（野積場等）使用許可申請書
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告 示
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�愛媛県告示第３７６号
農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第５条

第１項の規定に基づき、愛媛県農業振興地域整備基本方針を次のと

おり変更した。

平成２９年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次のとおり」は、省略し、変更後の愛媛県農業振興地域整備

基本方針は、愛媛県庁及び各地方局に備え置いて縦覧に供する。）

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の愛媛県港湾管理条例施行規則様式第３号の規定による書類は、同条

の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例施行規則様式第３号並びに第２条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例施行規則様式第４

号、様式第５号及び様式第６号の規定による書類とみなす。

�愛媛県告示第３７７号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６条第１項の規定に基づき、次のとおり愛媛県卸売市場整備計画を定めた。

愛媛県卸売市場整備計画書は、愛媛県庁及び各地方局に備え置いて一般の縦覧に供する。

平成２９年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 目標年度 平成３２年度

２ 卸売市場の適正な配置の方針

� 品目別流通圏の設定

ア 青果物及び花きの流通圏

流 通 圏 流 通 圏 の 区 域

県下全域 県下全市町

イ 水産物流通圏

流 通 圏 流 通 圏 の 区 域

県下全域 県下全市町

ウ 食肉流通圏

流 通 圏 流 通 圏 の 区 域

県下全域 県下全市町

� 卸売市場配置計画

ア 青果物及び花き

流通圏 配置位置

当該流通圏既存卸売市場 整 備 方 針
卸売市
場整備
地区の
指定

備 考
市町名 卸売市場名 区分 卸売市場の

整 備 計 画 区分 取扱
品目

整備予定年度

前期 後期 目標
以降

四国中央市 四国中央市

１ 川之江青果協同組合地方卸売市場 民

統 合 推 進 民 青果物
花 き

２ 伊予三島中央青果株式会社地方卸売市場 民

西 条 市 西 条 市 ３ 地方卸売市場愛媛青果 民 １ ～ ２ と
連 携 強 化

民
中 核
地域拠点

青果物
花 き

今 治 市 今 治 市

４ 今治地方卸売市場 民

統 合 推 進 民 青果物
花 き

５ 菊間青果市場 小規模

松 山 市
松 山 市 ６ 松山市中央卸売市場 中 存 置 中 青果物

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号
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松 山 市 ７ 松山市公設花き地方卸売市場 公 存 置 公 花 き

県下
全域

伊 予 市

松 山 市 ８ 伊予青果海産協同組合地方卸売市場 民

連 携 強 化 民 青果物
花 き

伊 予 市 ９ 伊予連合農協青果地方卸売市場 民

大 洲 市 大 洲 市 １０ 地方卸売市場愛媛たいき農業協同組合青
果市場 民 存 置 民 青果物

八 幡 浜 市 八 幡 浜 市

１１ 地方卸売市場株式会社八幡浜青果市場 民

連 携 強 化 民 青果物

１２ 地方卸売市場株式会社丸八農協青果市場 民

宇 和 島 市 宇 和 島 市

１３ 丸協宇和島青果販連地方卸売市場 民

連 携 強 化 民 青果物
花 き

１４ 地方卸売市場株式会社宇和島青果市場 民

愛 南 町 愛 南 町 １５ 愛南町地方卸売市場 民 存 置 民 青果物

イ 水産物

流通圏 配置位置

当該流通圏既存卸売市場 整 備 方 針
卸売市
場整備
地区の
指定

備 考
市町名 卸売市場名 区分 卸売市場の

整 備 計 画 区分 取扱
品目

整備予定年度

前期 後期 目標
以降

１ 川之江水産物地方卸売市場（産） 民

四国中央市 四国中央市

２ 三島漁業協同組合地方卸売市場 民

統 合 推 進 民 水産物

３ 寒川漁業協同組合地方卸売市場（産） 民

４ 土居町漁業協同組合魚市場 小規模

５ 新居浜市大島漁業協同組合鮮魚介類共同
販売所 小規模

新 居 浜 市 新 居 浜 市

６ 多喜浜漁業協同組合魚市場 小規模 統 合 推 進 民 水産物

７ 新居浜市垣生漁業協同組合地方卸売市場 民

８ 新居浜漁業協同組合地方卸売市場 民 存 置 民 水産物

９ 西条市漁業協同組合地方卸売市場 民

連 携 強 化 民 水産物

西 条 市 西 条 市

１０ 河原津漁業協同組合鮮魚介類共同販売所
（産） 小規模

１１ 西条魚市場株式会社地方卸売市場 民 存 置 民 水産物

１２ 株式会社秋山魚市場 小規模 存 置 小 規 模 水産物

１３ 今治漁業協同組合魚市場 小規模

連 携 強 化 小 規 模 水産物

今 治 市 今 治 市 １４ 桜井漁業協同組合魚市場 小規模

県下
全域

１５ 森松水産冷凍株式会社今治港片原卸売市
場 小規模 存 置 小 規 模 水産物

松 山 市 松 山 市

１６ 松山市公設水産地方卸売市場 公

連 携 強 化 公 水産物
１７ 北条市漁業協同組合鮮魚介類共同販売所

（産） 小規模
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監 査 公 表

�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２９年３月３１日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

１８ 伊予市地方卸売市場 民

伊 予 市 伊 予 市 １９ 上灘漁業協同組合鮮魚介類共同販売所
（産） 小規模 連 携 強 化 民 水産物

２０ 下灘漁業協同組合地方卸売市場（産） 民

大 洲 市 ２１ 長浜町水産物地方卸売市場（産） 民

八 幡 浜 市 八 幡 浜 市 ２２ 八幡浜市水産物地方卸売市場（産） 公 統 合 推 進 公 水産物

西 予 市 ２３ 八幡浜漁業協同組合三瓶地方卸売市場
（産） 民

宇 和 島 市 宇 和 島 市

２４ 愛媛県漁業協同組合連合会宇和島地方卸
売市場 民

統 合 公 水産物

２５ 株式会社宇和島魚市場地方卸売市場 民

２６ 愛南漁業協同組合南内海支所（産） 小規模

２７ 愛南漁業協同組合本所深浦地方卸売市場
（産） 民

愛 南 町 愛 南 町 ２８ 愛南漁業協同組合東海支所（産） 小規模 統 合 推 進 民 水産物

２９ 愛南漁業協同組合西海支所（産） 小規模

３０ �良漁業協同組合地方卸売市場（産） 民

ウ 食肉

流通圏 配置位置

当該流通圏既存卸売市場 整 備 方 針
卸売市
場整備
地区の
指定

備 考
市町名 卸売市場名 区分 卸売市場の

整 備 計 画 区分 取扱
品目

整備予定年度

前期 後期 目標
以降

県下
全域 松 山 市 松 山 市 １ 愛媛食肉地方卸売市場 民 存 置 民 食 肉

注１ 当該流通圏既存卸売市場の卸売市場名の欄中「（産）」と付記されている市場は、産地卸売市場であること示す。
２ 当該流通圏既存卸売市場及び整備方針の区分の欄中「中」とは中央卸売市場を、「公」とは公設地方卸売市場を、「民」とは民営地方卸売市場を、
「小規模」とは地方卸売市場の規模に満たない卸売市場を、「中核」とは中核的地方卸売市場を、「地域拠点」とは地域拠点市場をいう。

�愛媛県告示第３７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年３月３１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４８号

平成２９年３月２１日
伊予郡松前町大字西高柳字墓下３３７番１

伊予郡松前町大字西高柳３３６番地

冨 永 壽 則

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 今 治 明 徳 学 園 平成２８年１１月２８日

学 校 法 人 松 山 東 雲 学 園 〃

学 校 法 人 昭 英 学 園 〃

学 校 法 人 ひ か り 幼 稚 園 〃
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学 校 法 人 コ イ ナ 会 〃

瀬 戸 内 運 輸 株 式 会 社 〃

愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協
議会 〃

一 般 社 団 法 人 南 宇 和 郡 医 師 会 〃

学 校 法 人 河 原 学 園 〃

社 会 福 祉 法 人 西 予 総 合 福 祉 会 〃

社 会 福 祉 法 人 聖 風 会 〃

四 国 中 央 商 工 会 議 所 〃

伊 予 商 工 会 議 所 〃

宇 和 島 商 工 会 議 所 〃

愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会 〃

南 予 森 林 組 合 〃

えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘
事業実行委員会 〃

大 洲 市 〃

新 居 浜 市 大 生 院 土 地 改 良 区 〃

四 国 中 央 市 三 島 土 地 改 良 区 〃

株 式 会 社 カ ネ シ ロ 平成２８年１２月２０日

公益財団法人愛媛県国際交流協会 〃

公益社団法人愛媛県園芸振興基金協会 平成２８年１２月２１日

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 平成２９年１月２０日

えひめいやしの南予博２０１６実行委員会 平成２９年３月１６日

（監査の結果の決定日）

平成２９年３月１６日

（監査を実施した監査委員）

山之内芳夫監査委員、岡田清隆監査委員、毛利修三（前）監査委員、

黒川洋介（前）監査委員の４名により監査を実施した。

なお、宇和島商工会議所に係る監査の実施について、地方自治法第１９

９条の２の規定により、毛利修三（前）監査委員を除斥した。

（監査の結果）

平成２７年度において実施された上記団体に対する次の補助金等に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね

良好と認められた。

事 業 主 体 補助金等の
名 称 補助対象事業等 補 助 対 象

事 業 費 等 補助金額等

学校法人
今治明徳学園

平成２７年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

今治明徳高等学
校の運営費

２８０，
２７６，７１４円

１１４，
６２１，０００円

〃 〃 今治明徳高等学
校矢田分校の運
営費

９１，
３３３，０９０円

３９，
１８７，０００円

〃 〃 今治明徳中学校
の運営費

１０８，
０５６，９１４円

７７，
７３７，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
高等学校授
業料減免事
業補助金

低所得世帯の授
業料軽減補助
（今治明徳高等
学校）

２，
６３８，１００円

２，
６３８，１００円

〃 〃 〃
（今治明徳高等
学校矢田分校）

６９２，０５０円 ６９２，０５０円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
学校施設耐
震診断事業
費補助金

耐震診断事業費
（今治明徳高等
学校）

１２，
８２５，０００円

７，
７００，０００円

学校法人
松山東雲学園

平成２７年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

松山東雲高等学
校の運営費

２１３，
１４４，２５３円

１０２，
５３８，０００円

〃 〃 松山東雲中学校
の運営費

６０，
９６０，９１３円

３０，
２４９，０００円

〃 〃 松山東雲短期大
学附属幼稚園の
運営費

５４，
８７３，７３４円

３５，
５７３，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
高等学校授
業料減免事
業補助金

低所得世帯の授
業料軽減補助
（松山東雲高等
学校）

１，
７２１，０００円

１，
７２１，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

松山東雲短期大
学附属幼稚園の
子育て相談事業
等

１，
７６０，０００円

１，
７６０，０００円

学校法人
昭 英 学 園

平成２７年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

育英第二幼稚園
の運営費

６０，
８３６，８４１円

３７，
８７５，０００円

〃 〃 育英湯山幼稚園
の運営費

３８，
８９８，４６５円

３６，
２４５，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

育英第二幼稚園
の子育て相談事
業等

２，
８７３，５５１円

１，
９６０，０００円

〃 〃 育英湯山幼稚園
の子育て相談事
業等

１，
７６３，８３３円

１，
４６０，０００円

学校法人
ひかり幼稚園

平成２７年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

ひかり幼稚園の
運営費

１０６，
０４７，４０８円

５１，
５１０，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

ひかり幼稚園の
子育て相談事業
等

１，
３１０，０００円

１，
３１０，０００円

学校法人
コ イ ナ 会

平成２７年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

八幡浜幼稚園の
運営費

２４，
７９３，４０１円

９，
３３２，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県私立
幼稚園等子
育て総合支
援事業補助
金

八幡浜幼稚園の
子育て相談事業
等

１，
３１０，０００円

１，
３１０，０００円

瀬戸内運輸株式
会社

平成２７年度
愛媛県バス
運行対策費
補助金

生活交通路線の
運行維持に係る
経常収支差額
（損失補てん）

５６１，
２５７，５９２円

７３，
６５６，０００円

愛媛県石鎚山系
エコツーリズム
推進協議会

平成２７年度
愛媛県石鎚
山系エコツ
ーリズム推
進協議会負
担金

エコツーリズム
の普及啓発、情
報発信及び人材
育成等

９，
２２６，１２２円

５，
２００，０００円

一般社団法人
南宇和郡医師会

平成２７年度
地域医療体
制確保医師
派遣事業費
補助金

地域医療体制確
保のための医師
派遣

１３，
０５６，０００円

１３，
０５６，０００円

学校法人
河 原 学 園

平成２７年度
愛媛県看護
師等養成所
運営費補助
金

看護師等養成所
の運営

１３４，
５７４，３４０円

１８，
３８２，０００円

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号
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�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２９年３月３１日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

社会福祉法人
西予総合福祉会

平成２７年度
愛媛県児童
福祉施設等
施設整備事
業費補助金

児童養護施設等
の新築

４１７，
９６０，０００円

２３６，
５９８，０００円

社会福祉法人
聖 風 会

平成２６年度
愛媛県老人
福祉施設等
整備費補助
金

老人福祉施設の
改築（ユニット
化）

１，４１０，
０３４，９４５円

８５，
０００，０００円

四国中央商工会
議所

平成２７年度
小規模事業
経営支援事
業費補助金

経営改善普及事
業等

６４，
１３６，８７５円

４８，
１５８，１４４円

伊予商工会議所 〃 〃 ３２，
７５５，３９９円

２５，
９２８，０４９円

宇和島商工会議
所

〃 〃 ４８，
６８３，９０３円

４２，
４６９，３３５円

〃 平成２７年度
愛媛県観光
集客力向上
支援事業費
補助金

地域資源を活用
した観光振興事
業

５，
２３８，３１８円

２，
６１９，０００円

愛媛県国際観光
テーマ地区推進
協議会

平成２７年度
愛媛県国際
観光テーマ
地区推進協
議会負担金

国際観光振興施
策の推進

３２，
０４８，８９５円

２３，
８７２，７５８円

南予森林組合 平成２６年度
愛媛県造林
事業費補助
金

森林整備の計画
的推進

１８８，
７７８，９８０円

７５，
５１１，５９２円

〃 平成２７年度
愛媛県造林
事業費補助
金

〃 ９７，
０４７，３９０円

３８，
８１８，９５６円

〃 平成２７年度
愛媛県森林
そ生緊急対
策事業費補
助金

林業・木材産業
構築及び森林整
備の加速化等に
係る総合対策事
業

７，
０８４，３２２円

４，
６８２，８５６円

〃 平成２６年度
主伐推進緊
急再造林対
策事業費補
助金

主伐推進等の森
林整備事業

２０，
９５９，４０７円

４，
２９６，７９３円

〃 平成２７年度
未整備森林
間伐事業費
補助金

長期未施業森林
の間伐等

２，
４５０，３７９円

２，
４００，０００円

えひめ愛顔のジ
ュニアアスリー
ト発掘事業実行
委員会

平成２７年度
えひめ愛顔
のジュニア
アスリート
発掘事業実
行委員会負
担金

トップアスリー
ト候補者の発掘
及び養成

１９，
７６４，０００円

１９，
７６４，０００円

大 洲 市 平成２７年度
新ふるさと
づくり総合
支援事業費
補助金

地域づくり推進
事業

１４，
２４０，６０９円

６，
７４３，０００円

新居浜市大生院
土地改良区

平成２７年度
愛媛県単独
土地改良事
業補助金

かんがい排水施
設整備

８，
９３８，０００円

３，
５７５，２００円

四国中央市三島
土地改良区

〃 〃 ５，
５２６，０００円

２，
２１０，４００円

株式会社
カ ネ シ ロ

平成２７年度
愛媛県森林
そ生緊急対
策事業補助
金

ＣＬＴ等 新 製
品・新技術の実
証展示加速化対
策

１８３，
２１３，２４０円

６９，
１４９，０００円

公益財団法人
愛媛県国際交流
協会

平成２７年度
愛媛県外国
人支援・海
外派遣連携
推進員設置
事業費補助
金

在県外国人に対
する相談及び情
報提供体制の整
備

５，
０４９，９２８円

１，
５００，０００円

〃 平成２７年度
愛媛県国際
交流センタ
ー仮移転費
補助金

愛媛県国際交流
センター仮設建
物の賃借料

３，
０００，０００円

３，
０００，０００円

公益社団法人
愛媛県園芸振興
基金協会

平成２７年度
みかん産地
生産体制支
援事業費補
助金

生産出荷計画対
象果実（うんし
ゅうみかん）の
価格補てん金に
係る交付準備金
の造成

１５，
７９８，６２０円

１３，
４２５，５６６円

〃 平成２７年度
うんしゅう
みかん緊急
需給調整事
業費補助金

うんしゅうみか
んの指定果実出
荷事業者補給金
に係る交付準備
金の造成

２０８，
１４８，０００円

６，
４２７，０００円

〃 平成２７年度
加工原料用
果実価格安
定対策事業
費補助金

加工用原料（い
よかん）の生産
者補給金に係る
交付準備金の造
成

１４，
９５２，８４０円

３，
５７８，６６４円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉
事 業 団

平成２７年度
愛媛県障害
者スポーツ
協会運営事
業費補助金

愛媛県障害者ス
ポーツ協会の運
営費

７，
７７３，０００円

７，
７７３，０００円

えひめいやしの
南予博２０１６実行
委員会

平成２７年度
えひめいや
しの南予博
２０１６実行委
員会負担金

南予活性化イベ
ントの開催

１９０，
５９３，９２９円

９０，
０００，０００円

〃 平成２８年度
えひめいや
しの南予博
２０１６実行委
員会負担金

〃 ３０２，
６５５，５５８円
（平成２９年
２月２８日現
在における
決算見込）

１３０，
５００，０００円
（同左）

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

公益財団法人
愛媛県文化振興財
団

設立
昭和５５年１２月２６日

基本金額
１，５１７，３００，０００円

県出捐額
１，２００，０００，０００円

平成２８年１２月２０日

公益財団法人
愛媛県国際交流協
会

設立
平成元年４月１日

基本金額
１，５００，０００，０００円

県出捐額
１，０００，０００，０００円

〃

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号
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公営企業管理規程
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�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２９年３月３１日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 岡 田 清 隆

同 大 西 渡

同 三 宅 浩 正

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２９年３月３１日

公益財団法人
愛媛県動物園協会

設立
昭和６２年４月１日

基本金額
２０，０００，０００円

県出資額
１０，０００，０００円

平成２８年１２月２１日

公益財団法人
えひめ女性財団

設立
平成３年４月１日

基本金額
１，０００，０００，０００円

県出捐額
１，０００，０００，０００円

〃

公益社団法人
愛媛県園芸振興基
金協会

設立
昭和４７年３月２７日

基本金額
１２１，９５４，０００円

県出捐額
４５，０４１，０００円

〃

公益財団法人
伊方原子力広報セ
ンター

設立
昭和５８年４月１日

基本金額
６，０００，０００円

県出資額
２，０００，０００円

〃

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事
業団

設立
昭和４７年４月１日

基本金額
１０，０００，０００円

県出資額
１０，０００，０００円

平成２９年１月２０日

（監査の結果の決定日）

平成２９年３月１６日

（監査を実施した監査委員）

山之内芳夫監査委員、岡田清隆監査委員、毛利修三（前）監査委員、

黒川洋介（前）監査委員の４名により監査を実施した。

（監査の結果）

平成２７年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好と認められた。

コ ン ソ ー シ ア ム Ｇ Ｅ Ｎ Ｋ Ｉ 〃

株 式 会 社 ウ イ ン 〃

特定非営利活動法人愛と心えひめ 平成２８年１２月２１日

公益財団法人愛媛県動物園協会 〃

公 益 財 団 法 人 え ひ め 女 性 財 団 〃

伊 予 鉄 総 合 企 画 株 式 会 社 〃

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 平成２９年１月２０日

（監査の結果の決定日）

平成２９年３月１６日

（監査を実施した監査委員）

山之内芳夫監査委員、岡田清隆監査委員、毛利修三（前）監査委員、

黒川洋介（前）監査委員の４名により監査を実施した。

（監査の結果）

平成２７年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納その

他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好と認

められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

公益財団法人
愛 媛 県 文 化 振 興 財 団

愛媛県県民文化会館 １６８，５７８，０００円

コンソーシアムＧＥＮＫＩ 道後公園 ４９，７６８，０００円

株式会社
ウ イ ン

愛媛県生活文化センター １５，７４８，０００円

〃 萬翠荘 １４，６２４，０００円

特定非営利活動法人
愛 と 心 え ひ め

愛媛県在宅介護研修センタ
ー

４４，２２６，０００円

公益財団法人
愛 媛 県 動 物 園 協 会

とべ動物園 ３５０，８８１，０００円

公益財団法人
え ひ め 女 性 財 団

愛媛県男女共同参画センタ
ー

６１，５４１，６００円

伊予鉄総合企画株式会社 愛媛県体験型環境センター １０，０７４，０００円

〃 えひめこどもの城 ２００，６７６，０００円

〃 愛媛県総合科学博物館 １７４，８５７，０００円

〃 愛媛県歴史文化博物館 １７８，１４８，０００円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事業団

愛媛県視聴覚福祉センター １０４，２７６，０００円

〃 愛媛県身体障害者福祉セン
ター
（現：愛媛県身体障がい者
福祉センター）

５０，３３８，０００円

〃 愛媛県障害者更生センター
（現：愛媛県障がい者更生
センター）

３３，５３７，０００円

〃 愛媛県立愛媛母子生活支援
センター

３９，４５０，７１０円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公益財団法人愛媛県文化振興財団 平成２８年１２月２０日

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号
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愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２１号の３を次のように改める。

様式第２１号の３ 削除

改 正 後 改 正 前

（現金取扱員）

第３条の２ 総務課、県立病院課、発電工水管理事務所、工業用水

道管理事務所及び病院に現金取扱員を置く。

２・３ 省略

（帳簿の種類）

第１１条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、病院にあつては、准備品出納保管簿

（様式第２１号の２） をもつ

て同項第１１号及び第１２号に掲げる帳簿に代えるものとする。

（現金の払込み）

第２６条 省略

２ 企業出納員は、現金を収納し、又は前項の規定により現金の引

継ぎを受けた ときは、払込書（様式第３４号）

によりその日に出納取扱金融機関に払込みをし、領収書を徴さな

ければならない。ただし、特別の理由があるときは、現金を収納

し、又は同項の規定により現金の引継ぎを受けた日の翌日（その

日が出納取扱金融機関で出納を取り扱わない日であるときは、そ

の取り扱う最初の日）に払い込むことができる。

（前金払）

第５４条 前金払をすることができる経費は、令第２１条の７第１号か

ら第７号までに規定するもののほか、次 に掲げるものとす

る。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条第１項

に規定するもの

� 省略

２ 省略

（資金前渡担任者による購入）

第８０条 資金前渡担任者は、その購入に係る棚卸資産 について

は、用務完了後３日以内に物品購入調書（様式第６４号）を所属長

に提出し、現品のある場合は、これを引き継がなければならな

い。ただし、第１０４条の規定により消耗品受払簿等の記録を省略

する物品については、この限りでない。

（証拠書類の保存）

第１７４条 出納取扱金融機関は、次 に掲げる証拠書類を年度

経過後５年保存しなければならない。ただし、第２号に掲げる領

収書その他支払に係る証拠書類については、年度経過後１０年保存

しなければならない。

�・� 省略

（出納取扱金融機関の帳簿）

第１７５条 出納取扱金融機関は、事業年度ごとに次 に掲げる

帳簿を備え、公金の出納を記帳するとともに、当該帳簿を年度経

過後５年保存しなければならない。

�～� 省略

（現金取扱員）

第３条の２ 県立病院課、発電工水管理事務所、工業用水

道管理事務所及び病院に現金取扱員を置く。

２・３ 省略

（帳簿の種類）

第１１条 省略

２ 省略

３ 前項の規定にかかわらず、病院にあつては、准備品出納保管簿

（様式第２１号の２）及び准備品カード（様式第２１号の３）をもつ

て同項第１１号及び第１２号に掲げる帳簿に代えるものとする。

（現金の払込み）

第２６条 省略

２ 企業出納員は、現金の収納（前項の規定により引継ぎを受けた

現金を含む。以下同じ。）をしたときは、払込書（様式第３４号）

によりその日に出納取扱金融機関に払込みをし、領収書を徴さな

ければならない。ただし、特別の理由があるときは、現金を収納

した 日の翌日（その

日が出納取扱金融機関で出納を取り扱わない ときは、そ

の取り扱う最初の日）に払い込むことができる。

（前金払）

第５４条 前金払をすることができる経費は、令第２１条の７第１号か

ら第７号までに規定するもののほか、次の各号に掲げるものとす

る。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条

に規定するもの

� 省略

２ 省略

（資金前渡担任者による購入）

第８０条 資金前渡担任者は、その購入に係るたな卸資産について

は、用務完了後３日以内に物品購入調書（様式第６４号）所属長

に提出し、現品のある場合は、これを引き継がなければならな

い。

（証拠書類の保存）

第１７４条 出納取扱金融機関は、次の各号に掲げる証拠書類を年度

経過後１０年保存しなければならない。

�・� 省略

（出納取扱金融機関の帳簿）

第１７５条 出納取扱金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる

帳簿を備え、公金の出納を記帳するとともに、当該帳簿を年度経

過後１０年保存しなければならない。

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月３１日 第２８６１号

２４４



��������������
附 則

この管理規程は、平成２９年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２９年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この管理規程は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１診断書料の項及び文書料の項の規定は、この管理規程の施行の日以後の診断書及び文書の交付

の申出に係る料金について適用し、同日前の診断書及び文書の交付の申出に係る料金については、なお従前の例による。

３ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１人工授精料の項の規定は、この管理規程の施行の日以後に受ける人工授精に係る料金について

適用し、同日前に受ける人工授精に係る料金については、なお従前の例による。
くう

４ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１ロボット支援腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術の項の規定は、この管理規程の施行の日以後に入院し
くう くう

て受けるロボット支援腹腔鏡下直腸悪性腫瘍手術に係る料金について適用し、同日前に入院して受けるロボット支援腹腔鏡下直腸悪性腫

瘍手術に係る料金については、なお従前の例による。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

省略 省略

診断書料 死亡診断書 １部 ３，３００円 診断書料 死亡診断書 １部 ３，２００円

省略 省略

文書料

普通証明書 省略

文書料

普通証明書 省略

出産証明書 １部 １，９００円 出産証明書 １部 １，８００円

死産証明書 死産証明書

診療費納付

証明書
１部 １，４００円

診療費納付

証明書
１部 １，３００円

省略 省略

省略 省略

ＰＥＴがんド

ック

省略

ＰＥＴがんド

ック

１日間 省略

２日間（通

院）
１回

１２４，０００円

（団体割引、家族割

引、リピート割引又

は紹介状割引の適用

を受ける場合にあつ

ては、１１１，５８０円）

省略 省略

人工授精料 １回 ８，２００円 人工授精料 １回 ５，９００円

ロボット支援
くう

腹腔鏡下直腸

悪性腫瘍手術

１回 １，９４６，０００円

ロボット支援

腹腔鏡下直腸

悪性腫瘍手術

１回 １，９４２，０００円

省略 省略

注 省略 注 省略

平成２９年３月３１日 発行
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